
 令和８年度奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園バス運行管理及び整備管理業務 

仕様書 

 

１ 委託業務名 

  令和８年度奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園バス運行管理及び整備管理業務 

   

２ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 業務内容 

  受託者は、次に掲げる業務を安全かつ確実に行うものとする。 

（１） 一般業務（通常運行） 

あゆみ園（以下「園」という。）園児の通園のため、園の運行計画に基づき、通園

用バスを運行すること。 

（２） 園行事業務（特別運行） 

園行事等、健康こども部保育こども園課が必要と認めた場合について、園児の輸

送を行うこと。 

（３） 整備管理業務 

別紙１「奥州市スクールバス整備管理規程（平成28年12月27日教委訓令第６号）」

(以下「規程」という。) の「教育委員会」を健康こども部保育こども園課」と読

み替えて準用し、規程に定める業務を行うこと。 

 

４ 運行計画及び運行路線等 

別紙２【令和８年度 あゆみ園バス運行概要（予定）】のとおり 

 

５ 使用車両等 

次の１台とし、受託者に無償で貸与する。 

車名 定員等 登録年月 

トヨタ 4+18/1.5人 平成19年３月 

 

６ 受託者の義務 

（１） 運転手及び運行責任者の配置 

ア 園児に対する配慮を欠かさずに運行業務を行うことが出来る運転手を配置する

こと。 

イ 運転手の休暇取得及び病休等によって、欠員が出ないよう補充用人員を確保す

ること。 

  ウ 受託者は業務を円滑に遂行するために、運転手以外で運行責任者を配置するこ



と。運行責任者は、緊急時の連絡などの対応及び健康こども部保育こども園課及

び園長と連携を行い、随時協議を行うものとする。 

エ 運行責任者は、運行前には点呼を行い、運転手の健康状態及び呼気中アルコー

ルの有無について必ず対面にて確認し、記録すること。なお、乗務ができない場

合に備え、代替の運転手を手配する手続きについて予め決めておくこと。 

オ 運行責任者は運行開始時間から運行終了時間まで対応できるようにすること。 

カ 運行責任者は専任とすること。また、運行責任者が休暇等を取得する場合、代

替者を配置すること。 

 

（２） 車両の維持管理等 

ア 整備管理者を配置し、常に車両の整備点検に努めなければならない。 

イ 車両の清掃及び日常点検整備、定期点検整備（３月ごと）、自動車検査を行い、

常に良好な状態で運行できるよう維持管理すること。 

ウ 運行に必要なタイヤ等消耗品及び燃料油脂を購入（給油）すること。 

エ 車両を修理する必要が生じた場合は、健康こども部保育こども園課に連絡の上、

修理すること。 

オ 置き去り防止を支援する安全装置の定期的な動作確認を行うこと。 

 

（３） 車両の保管場所 

ア 旧衣川総合支所前敷地 337.81 ㎡（別添図面参照）を保管場所とし、使用車両全

てを保管すること。 

イ 定期的に車両保管場所の清掃や冬期間の除雪を行い、車両及び関係備品の適正

な管理に努めること。 

 

（４） 緊急時の対応及び連絡等 

ア 自然災害等が発生又はその恐れがある場合は、健康こども部保育こども園課

及び園長と協議のうえ対応を決めること。 

イ 事故等が発生した場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、園及び健康

こども部保育こども園課に報告すること。道路条件及び交通条件等により規定

どおりの時刻の運行が困難となった場合も同様とする。 

 

（５） 教育研修及び園児に対する配慮 

ア 運行責任者及び運転手の安全で確実な業務執行と、緊急時の速やかな対応が

できるよう定期的な教育体制を整えておくこと。 

イ 園児が乗車した際、園児に対し着席及びシートベルトの着用を指示し、それ

らの確認を行った後に発車すること。 

ウ 運転手は、園児が降車した後、見落としがないか、車内の先頭から最後尾ま



で歩き、座席下や物かげなども含め一列ずつ車内全体を見回り、確認すること。 

エ 交通法規を遵守するのはもちろんのこと、教育の場にふさわしい明るい態度

で園児に接すること。また、交通安全教育の側面を持つことを認識し、他の車

両や歩行者に対し譲り合いの気持ちを持って運行すること。 

 

（６） 損害賠償及び任意保険への加入 

ア 委託業務中に受託者の責めに帰すべき事由により、委託者及び第三者に損害

を与えたときは、受託者の責任においてその損害を賠償しなければならない。 

イ 前項を履行するため、使用車両について次の要件を満たす任意保険に加入す

ること。 

① 対人保険  無制限 

② 対物保険  無制限 

③ 自損事故  1,500 万円以上／１名 

④ 無保険事故 無制限 

⑤ 搭乗者傷害 1,000 万円以上／１名、１億 5,000 万円以上／１事故 

⑥ 車両保険  市場販売価格相当 

 

（７） 試験運転等 

ア 健康こども部保育こども園課と協議のうえ、令和８年４月３日までに試験運

転を行うこと。 

イ 試験運転にかかる費用は受託者の負担とする。 

 

７ その他 

（１） 本仕様書に定めのない項目であっても、委託業務に付随する業務は誠意をもって

実施すること。 

（２） 本仕様書に疑義が生じた場合は、当事者間で協議の上処理するものとする。 



○奥州市スクールバス整備管理規程 

平成28年12月27日 

教委訓令第６号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号。以下

「規則」という。）第32条第２項の規定に基づき、奥州市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が所管するスクールバス（以下「車両」という。）の安

全管理及び環境の保全を図るため、車両の点検及び整備の内容並びに整備管理

者の職務権限等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（整備管理者の選任等） 

第２条 整備管理者は、規則第31条の４に規定する資格要件（以下「資格要件」

という。）を備えた職員のうちから教育委員会が選任する。ただし、職員のう

ちから選任することができない場合は、当該整備管理者の業務を委託すること

ができる。 

２ 教育委員会は、整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任したとき又は規

則第70条第１項第３号に該当する場合は、15日以内にその旨を国土交通大臣に

届け出なければならない。 

３ 教育委員会は、整備管理者の業務を委託する場合は、業務を受託した者（以

下「受託者」という。）から次に掲げる事項について同意する旨の書面を受領

し、業務を委託している間、当該書面を保存しなければならない。 

(1) 受託者の従業員のうち、資格要件を備えた者が整備管理者となること。 

(2) 受託者の従業員がこの訓令に規定する職務を実施すること。 

４ 整備管理者の職務の一部を代行させるため、整備管理補助者（以下「補助者」

という。）を置くことができる。 

５ 補助者は、整備管理者と同等又はこれに準ずる知識及び能力を有すると認め

られる者のうちから教育委員会が選任する。 

６ 整備管理者は、前項の規定により補助者が選任された場合は、遅滞なく補助

者の氏名、所属及び補助する職務の範囲等について記録するものとする。補助

者の変更又は解任があった場合も、同様とする。 

７ 教育委員会は、整備管理者及び補助者の氏名、連絡先等を掲示して職員に周

知徹底するものとする。 

（補助者との連携等） 

第３条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携を図るもの

とする。 

２ 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合は、

その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくもの

とする。 
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３ 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について

報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその

情報を記録し、及び保存するものとする。 

（運行管理者との連携等） 

第４条 整備管理者は、運行管理者（奥州市スクールバス利用管理規程（平成18

年教委訓令第17号）第３条に規定する者をいう。）と常に連携を図り、運行計

画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するも

のとする。 

２ 整備管理者は、車両の管理状況について、毎月１回以上教育委員会に報告す

るものとする。 

（整備管理規程の改廃） 

第５条 教育委員会は、この訓令の改正又は廃止をするときは、整備管理者と十

分調整を図るものとする。 

（整備管理者の権限及び職務） 

第６条 整備管理者は、規則第32条第１項各号に掲げる権限を有するほか、この

訓令に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。 

第７条 整備管理者は、次に掲げる職務を遂行するものとする。 

(1) 日常点検について実施方法を定め、これを実施すること又は運転者に実施

させること。 

(2) 日常点検の実施結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。 

(3) 定期点検について実施方法を定め、これを実施すること又は整備工場等に

実施させること。 

(4) 日常点検及び定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること又は整備工

場等に実施させること。 

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備

を実施すること又は整備工場等に実施させること。 

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。 

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。 

(8) 車両の車庫を管理すること。 

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、補助者及び運転者等を指導監督する

こと。 

（車両管理の範囲） 

第８条 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する車両について

前条の職務を遂行するものとする。 

（補助者の権限及び職務） 

第９条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整

備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督そ



の他日常点検に関する職務を実施する。 

２ 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義が生じた場合又は故障、若しくは事

故が発生した場合その他必要があると認めた場合は、速やかに整備管理者に連

絡し、その指示に従うものとする。 

３ 補助者は、整備管理者が不在のときに職務を実施する場合は、当該職務の実

施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。 

４ 前項の場合において、補助者がその職務を完了したときは、整備管理者にそ

の職務の実施結果を報告するものとする。 

（日常点検） 

第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行

の開始前に自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」とい

う。）による日常点検を自ら実施し、又は乗務する運転者に実施させなければ

ならない。 

（日常点検の実施の徹底） 

第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容、

及び点検方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。 

（日常点検の結果の報告等） 

第12条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を記録させ

て、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者が自ら実施

した場合は、整備管理者は、その結果を記録しなければならない。 

（日常点検の結果の確認） 

第13条 整備管理者は、日常点検の結果について、その記録により確認し、運行

の可否を決定しなければならない。 

２ 整備管理者は、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直

ちに教育委員会に報告するとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整

備を完了した後でなければ車両を運行の用に供してはならない。 

（定期点検整備） 

第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検

整備の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。 

２ 前項の定期点検整備は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第48条に規

定する点検整備とする。ただし、車両の使用状態等により、整備管理者が必要

と認めたときは、１か月自主点検等の点検整備を実施するものとする。 

（点検整備の記録及び保存管理） 

第15条 点検整備の実施結果を記録したものは、整備管理者が責任を持って、保

存及び管理をするものとする。 

２ 点検整備の記録については、当該車両に備え置くものとし、車両の運行を管

理する場合は、その写し等を保存するものとする。 



３ 日常点検に係る記録については１年以上、点検整備の記録及びその写し等に

ついては点検基準第４条第２項に規定する期間以上、これを保存するものとす

る。 

（臨時整備） 

第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備の実施がないよ

う努めるものとする。 

２ 整備管理者は、やむを得ない理由により発生した故障については、発生年月

日、故障（作業）内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録

のうえ、原因を把握し、再発防止に努めるものとする。 

（分解整備） 

第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が道路

運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合は、自動車分解整備事業

者に作業を依頼しなければならない。 

（車両故障事故） 

第18条 整備管理者は、車両の故障に関係する事故が発生した場合は、直ちに教

育委員会に報告するとともに、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものと

する。 

２ 教育委員会は、自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号）第２条各号

に該当する事故の報告を受けたときは、事故の発生した日から30日以内に、所

定の事故報告書により国土交通大臣に報告しなければならない。 

（車両成績の把握等） 

第19条 整備管理者は、車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、

部品費、稼動率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努め

るものとする。 

２ 整備管理者は、保有している車両が不正改造等により道路運送車両法第46条

に規定する保安基準に違反していないか等車両の状態の把握に努め、適切でな

いと認めたときは、速やかに適切な点検整備を実施するものとする。 

（適正車種の選定、車両代替時期の把握等） 

第20条 整備管理者は、前条第１項の規定による車両の使用の成績の把握により、

使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代

替時期について教育委員会に助言するものとする。 

（燃料、油脂その他資材の管理） 

第21条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量その他の管理を行い、消費の節

減に努めるものとする。 

２ 整備管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に

管理し、合理的な運用を図るものとする。 

（点検施設等の管理） 



第22条 整備管理者は、点検整備及び洗車に必要な施設設備並びに車両の保管場

所の管理を行うものとする。 

（整備管理者の研修） 

第23条 整備管理者は、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、

当該研修を受けなければならない。 

（補助者の指導教育） 

第24条 整備管理者は、補助者に対して次の表に掲げる指導教育を行い、その能

力の維持向上に努めるものとする。 

実施の時期 内容 

補助者を選任するとき。 (1) この訓令の内容 

(2) 整備管理者選任前研修の内容（整備管理者の

資格要件を満たす者以外の者が対象） 

整備管理者選任後研修を受

講したとき。 

整備管理者選任後研修の内容 

この訓令を改正したとき。 改正後のこの訓令の内容 

国等から情報提供を受けた

ときその他必要なとき。 

国等から提供された情報等必要に応じた内容 

（職員の指導教育） 

第25条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その

周知徹底と知識の向上を図るため、運転者その他の職員に対して指導教育を行

うものとする。 

（補則） 

第26条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成29年１月１日から施行する。 

 



別紙２

１　通常運行（通園バス）

運行日数

【朝】 【帰り】

1 Ａコース(仮)
あゆみ園発7：30
あゆみ園着8：20

2 Ｂコース(仮)
あゆみ園発8：25
あゆみ園着9：00

※運行の範囲は、奥州市衣川地域における上記を基本とし、運行ルートについては、委託者が利用者をとりまとめ後、受託者と協議する。

２　特別運行

※通園バスの運行以外に、委託車両のバスを使用して各種行事への送迎を行うもの。

行き先 時期 運行回数（年） 目的 人数

1 鈴春果樹園 令和８年10月上旬 1回 りんご狩り遠足 17名

2 衣川小学校 令和８年1学期もしくは2学期 1回 交流会 ８名

3 衣里小学校 令和８年1学期もしくは2学期 1回 交流会 ８名

【令和８年度　あゆみ園バス運行概要（予定）】

時　　間

委託期間
における
教育日数
199日

路線等

あゆみ園発（13：35）
あゆみ園着（14：15）



旧衣川総合支所前敷地

337.81㎡



別紙３  

 令和８年度奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園バス運行管理及び整備管理業務委

託入札に係る項目について  

○積算方法 

・入札書に記入する金額は、下表の変動費目（人件費及びその他経費）の 12 月分の合

計金額（税抜）を記載すること。 

・契約金額（委託料）は、変動費目と固定費目を合算した運行業務の履行に関する一切

の金額を含むものとする。 

・人件費は、労働基準法その他の関連法令に基づき、必要な資格と資質を持った労働者

が十分に確保可能な賃金水準とするよう配慮すること。  

 

【変動費目】※消費税を含まない  

項  目  金額 (円 ) 説  明  

１ 人件費   運転手と運行管理等に係る人件費を計上してください。 

運転手のほか、運行管理、車両整備（清掃等含む）、通常

運行・特別運行の調整を行う事務員報酬、雇用保険・労

災保険料等の合計を記載してください。 

通常運行と特別運行を合わせた人件費を計上してくださ

い。 

２ その他経費   計上した内容を記載してください。 

(1) 事務所維持費（施設使用料等） 

(2) パソコン維持費（賃借料等） 

(3)コピー機維持費（賃借料等） 

(4)Fax維持費 

(5)水道光熱費 

(6)備品・消耗品費（コピー用紙、消毒液等） 

(7)通信費（電話、Fax等） 

(8)その他経費 

計   （変動費目の計）  

 

【固定費目】※消費税を含まない  

項  目  金額 (円 ) 説  明  

１ 燃料油脂費  561,000 軽油等運行に必要な燃料油脂 

２ 車両修繕費  678,680 車検代、定期点検（３月ごと）、チューブ交換代、オイル

交換代、その他車両小修繕代を含む 

＊高額の車両修繕は別途市と協議とする 

３ 自動車保険料 179,194 自賠責保険料、任意保険料 ※消費税非課税  

４ 公租公課  25,200 自動車重量税 ※消費税非課税 

計  1,444,074 （固定費目の計） 

 


